
株式会社言語理解研究所を認定！ 
 

 

 

  

 

 

次世代育成支援対策推進法第 13 条に基づき、徳島県内第５号として、株式会社言語理解

研究所を平成２２年１１月２４日付けで認定しました。 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 行動計画の期間  

平成２０年１０月１日～平成２２年９月３０日 

２ 行動計画の目標 

① 育児に関する環境整備および相談窓口の設置 

② 育児休業制度の周知による制度の定着化および両立支援に向けて

の規則の拡充・整備 

③ 働きやすい環境に向けてのアンケートを実施し、社員の意向に沿っ

た職場改善を実施する。 

３ 取組結果 

① 平成２０年１０月２日に育児に関する相談窓口を設置した。 

② 平成２１年１月１３日、平成２２年２月２日にアンケートを実施。

アンケートの結果についても考慮し、規則改定。子の看護休暇の対象

を小学校就学前から中学校卒業までとした。 

  平成２１年９月２９日、育児制度に関する説明会を開催。 

③ 平成２１年１月１３日、平成２１年７月１６日、平成２２年２月２

日、平成２２年８月５日にアンケートを実施。リフレッシュタイムの

導入に向けた具体策についても検討・実施。 

 

徳島県内 

第５号 

平成２２年１２月８日の認定通知書交付式におい

て、加藤局長から認定通知書の交付を受ける株式会社

言語理解研究所の増本総務部主任（右） 

株式会社言語理解研究所の取組の概要 

認定マーク「くるみん」 


